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レ ン タ ル （ 賃 貸 ） 取 引 基 本 契 約  

賃 貸 人 フ ジ ヤ 機 工 ㈱ （ 以 下 「 甲 」 と い う ） と 、 賃 借 人 （ 以 下 「 乙 」 と い う ） は 、 レ

ン タ ル 物 件 （ 以 下 ｢ 物 件 ｣ と い う ） の レ ン タ ル （ 賃 貸 ） に 関 す る 基 本 的 事 項 を 定

め 、 甲 の 顧 問 で あ る 長 谷 川 洋 二 弁 護 士 の 意 見 を 聞 い た 上 で 次 の と お り 本 契 約 （ 以 下

｢ 本 契 約 ｣ と い う ） を 締 結 す る 。  

第 １ 条 （ 目 的 ）  

 本 契 約 は 、 物 件 の 安 定 か つ 円 滑 な 、 取 引 の 維 持 発 展 を 図 る こ と を 目 的 と し 、 甲 乙

間 の 物 件 の レ ン タ ル に お け る 、 共 通 の 取 引 条 件 を 規 定 し た も の で あ っ て 、 甲 乙 間 に

お け る 物 件 の レ ン タ ル す べ て に 適 用 さ れ る 。  

第 ２ 条 （ 本 契 約 の 個 別 契 約 へ の 適 用 ）  

本 契 約 は 、 別 途 当 事 者 間 に 特 約 の な い 限 り 、 本 契 約 期 間 中 、 甲 乙 間 に 締 結 さ れ る

一 切 の 個 別 レ ン タ ル 契 約 （ 以 下 ｢ 個 別 契 約 ｣ と い う ） に 適 用 さ れ る 。  

第 ３ 条 （ 個 別 レ ン タ ル の 申 込 み ）  

本 契 約 に 基 づ き 、 乙 は 甲 と 物 件 の 種 類 ･ 規 格 ･ 量 ・ 使 用 目 的 ・ 使 用 場 所 ・ 引 渡 し

予 定 日 ・ 引 渡 し 返 還 場 所 ･ レ ン タ ル 期 間 ・ 料 金 ･ 支 払 条 件 ･ 輸 送 方 法 ・ 修 繕 費 ・ そ

の 他 の 条 件 に つ い て 取 り 決 め の う え 、 甲 に 対 し て 、 レ ン タ ル 契 約 を 申 し 込 む 。  

第 ４ 条 （ 個 別 契 約 の 成 立 ）  

個 々 の レ ン タ ル 契 約 は 、 乙 が 第 ３ 条 に し た が っ て 申 込 み 、 甲 が そ れ を 承 諾 す る こ

と に よ っ て 成 立 す る 。  

但 し 、 乙 の 、 工 事 現 場 責 任 者 又 は 、 そ の 代 理 人 に よ る 申 込 み に よ っ て も 成 立 す

る 。  

第 ５ 条 （ レ ン タ ル 期 間 ）  

１  レ ン タ ル 期 間 は 、 原 則 と し て 物 件 を 甲 の 指 定 場 所 か ら 出 荷 し た 日 よ り 、 甲 の 指

定 場 所 へ 返 還 し た 日 迄 と す る 。  

２ 乙 が 、 個 別 契 約 に 定 め る レ ン タ ル 期 間 の 短 縮 、 又 は 延 長 を 申 し 出 て 、 甲 が そ れ を

認 め た と き は 、 こ の 期 間 及 び 、 レ ン タ ル 料 金 に つ い て 別 途 協 議 す る 。  

 

第 ６ 条 （ 支 払 ・ 保 証 金 ）  
１  甲 は レ ン タ ル 料 等 を 前 金 に て 全 額 支 払 う 。  

２  甲 は 使 用 す る レ ン タ ル 機 の 3 日 分 を 保 証 金 と し て 全 額 甲 に 預 け る 。  

３  こ の 保 証 金 は 個 別 契 約 諸 条 項 の 遵 守 ・ 履 行 の 担 保 と し 、 当 該 個 別 契 約 終 了 時 に

清 算 す る 。  

４  こ の 保 証 金 に 利 息 は つ け な い 。  

 

第 ７ 条 （ 物 件 の 引 渡 し ）  

１  甲 の 物 件 引 渡 し は 、 原 則 と し て 甲 の 指 定 場 所 で 、 乙 の 指 定 す る 工 事 現 場 責 任

者 ･ 代 理 人 、 も し く は 、 運 送 受 託 人 に 対 し て 行 う 。  

２  乙 は 、 物 件 の 引 渡 し を 受 け る と 同 時 に 、 借 受 証 、 又 は 受 領 証 を 甲 に 交 付 す る 。  

３  組 立 ・ 据 付 ・ あ る い は 解 体 作 業 を と も な う 物 件 の 引 渡 し に つ い て は 、 そ の 都 度

個 別 契 約 に お い て 、 レ ン タ ル 期 間 の 開 始 日 及 び 返 還 条 件 な ど を 定 め る 。  

４  物 件 の 搬 出 入 ・ 運 送 ・ 積 み 下 ろ し な ど に と も な う 事 故 は 、 甲 、 又 は 甲 の 手 配 に

よ る 場 合 は 甲 の 責 任 と し 、 乙 、 又 は 乙 の 手 配 に よ る 場 合 は 乙 の 責 任 と す る 。  

第 ８ 条 （ 物 件 の 検 収 ）  

１  乙 は 、 物 件 受 領 後 、 た だ ち に 甲 の 発 行 す る 出 荷 案 内 状 、 納 品 書 、 又 は 、 法 令 に

定 め ら れ た 諸 資 料 記 載 の 内 容 に 基 づ き 物 件 の 規 格 ・ 仕 様 ･ 性 能 ・ 機 能 ・ 数 量 な ど に

つ い て 検 収 を し 、 物 件 に 瑕 疵 が な い こ と を 確 認 す る 。  

２  物 件 の 不 適 合 ・ 不 完 全 ・ 不 足 ・ そ の 他 瑕 疵 な ど を 発 見 し た 場 合 に は 、 た だ ち に

甲 に 連 絡 す る 。 但 し 、 乙 が 物 件 受 領 後 ６ 時 間 以 内 に 物 件 の 不 適 合 、 瑕 疵 を 主 張 し な

か っ た 場 合 は 、 乙 は そ の 後 ク レ ー ム を つ け る こ と が で き な い 。  

３  甲 が 、 乙 の 連 絡 を 受 け た と き は 、 そ の 責 任 に お い て す み や か に 物 件 を 修 理 す る

か 、 ま た は 代 替 の 物 件 を 引 渡 す 。  

 

第 ９ 条 （ 物 件 の 保 守 管 理 ）  

１  乙 は 、 善 良 な る 管 理 者 の 注 意 を も っ て 物 件 を 保 管 し 、 関 連 法 令 を 守 り 、 物 件 の

本 来 の 用 法 ・ 能 力 に 従 っ て 使 用 し 、 常 時 正 常 の 状 態 に 維 持 管 理 す る 。  

２  そ の 為 の 費 用 は 特 約 の な い 限 り 、 乙 が 負 担 す る 。  

３  月 例 自 主 点 検 な ど を 必 要 と す る 物 件 に つ い て は 、 別 途 特 約 の な い 限 り 、 乙 の 責

任 と 負 担 で こ れ を 行 う 。  

４  乙 の 責 に 帰 す る こ と が で き な い 理 由 に よ り 、 物 件 の 故 障 ・ 破 損 な ど が 発 生 し た

場 合 は 、 甲 の 責 任 と 負 担 で こ れ を 修 理 す る か 、 ま た は 代 替 の 物 件 を 引 渡 す 。  

５  乙 が 、 レ ン タ ル 期 間 中 に お け る 物 件 の 保 守 管 理 を 希 望 す る 場 合 は 、 別 途 保 守 管

理 契 約 を 締 結 す る 。  
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６  前 ４ 項 の 場 合 に お い て 乙 の 業 務 に 支 障 を き た し た 場 合 で も 甲 の 責 任 は 前 ４ 項 に

規 定 し た 範 囲 と す る 。  

 

第 10 条 （ 物 件 の 検 査 ）  

甲 は 、 物 件 の 使 用 場 所 に お い て 、 何 時 で も そ の 使 用 な ら び に 保 管 の 状 況 を 検 査 す

る こ と が で き る 。  

 

第 11 条 （ 物 件 に つ い て の 損 害 補 償 ）  

１  物 件 が 、 天 災 地 変 、 そ の 他 甲 乙 い ず れ の 責 に も 帰 す る 事 が で き な い 事 由 に よ っ

て 滅 失 、 あ る い は 毀 損 し た 場 合 の 損 害 の 負 担 に つ い て は 、 甲 乙 が 協 議 し て 定 め る 。  

２  物 件 が 、 乙 の 使 用 方 法 ・ 取 扱 い の 不 備 等 に よ り 損 傷 し た 場 合 は 、 修 理 費 及 び 、

修 理 期 間 に 相 応 し た レ ン タ ル 料 金 を 、 補 償 金 と し て 、 乙 は 甲 に 対 し て 支 払 う 。  

３  乙 の 、 過 失 に よ り 物 件 が 盗 難 に あ っ た り 、 滅 失 し た 場 合 は 、 物 件 と 同 じ 同 等 品

を 甲 に 返 却 す る か 、 ま た は 時 価 相 当 額 を 、 乙 は 甲 に 対 し て 支 払 う 。  

４  本 条 に 規 定 す る 甲 の 損 害 額 に つ い て 、 同 種 物 件 に つ い て 甲 が 損 害 保 険 に 加 入 し

て い る 物 件 損 害 が 発 生 し た 時 点 で 甲 が 加 入 し て い る 損 害 保 険 契 約 に 基 づ い て 算 定 さ

れ る 損 害 額 と す る 。 そ の 余 の 物 件 の 損 害 に つ い て は 、 甲 が 現 実 に 受 け た 損 害 額 と す

る 。  

第 12 条 （ 損 害 賠 償 責 任 ）  

乙 が 、 物 件 の 保 管 ・ 使 用 に 起 因 し て （ 但 し 、 甲 の 整 備 不 良 な ど 乙 の 責 に 帰 す べ き

事 由 に 起 因 す る 場 合 を 除 く ） 第 三 者 に 対 し 人 的 ・ 物 的 な 損 害 が 発 生 し た 場 合 は 、 乙

の 責 任 に お い て 、 す み や か に 損 害 の 程 度 に 相 当 す る 額 を 、 当 該 第 三 者 に 賠 償 金 と し

て 支 払 う 。  

但 し 、 甲 が あ ら か じ め 賠 償 責 任 保 険 を 付 し て い る 事 故 に つ い て 、 甲 が 保 険 金 を 受

け 取 っ た 場 合 は 、 そ の 保 険 受 取 全 額 を 限 度 と し 、 甲 は 乙 に 対 し 交 付 す る こ と が で き

る 。  

第 13 条 （ 禁 止 事 項 ）  

乙 は 、 甲 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 な け れ ば 、 次 の 各 号 に 定 め る 行 為 を す る こ と は で

き な い 。  

①  物 件 に 、 新 た に 装 置 ・ 部 品 ・ 付 属 品 な ど を 付 着 さ せ る こ と 、 ま た 既 に 付 着 し て

い る も の を 取 り 外 す こ と 。  

②  物 件 の 改 造 、 又 は 性 能 ・ 機 能 の 変 更 を す る こ と 。  

③  物 件 を 、 本 来 の 用 途 以 外 に 使 用 す る こ と 。  

⑤  物 件 を 、 当 初 に 納 入 し た 場 所 よ り 他 へ 移 動 さ せ る こ と 。  

⑤  個 別 契 約 に 基 づ く 賃 借 権 を 、 他 に 譲 渡 し 、 又 は 物 件 を 第 三 者 に 転 貸 す る こ と 。  

⑥  物 件 に つ い て 、 質 権 ・ 抵 当 権 ・ 譲 渡 担 保 権 ・ そ の 他 一 切 の 権 利 を 設 定 す る こ

と 。  

⑦  物 件 に 表 示 さ れ た 所 有 者 の 表 示 や 標 識 を 、 甲 の 承 諾 な し に 抹 消 し た り 、 取 り 外

す こ と 。  

 

第 14 条 （ 通 知 義 務 ）  

甲 、 乙 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合 に は 、 そ の 旨 を 相 手 方 に す み や か

に 連 絡 す る と 同 時 に 、 書 面 で も 通 知 す る 。  

①  物 件 に つ い て 、 盗 難 ・ 滅 失 又 は 毀 損 な ど が 生 じ た と き 。  

②  住 所 を 移 転 し た と き 。  

③  代 表 者 を 変 更 し た と き 。  

④  事 業 の 内 容 に 、 重 要 な 変 更 が あ っ た と き 。  

⑤  物 件 に つ き 、 他 か ら 強 制 執 行 、 そ の 他 法 律 的 ・ 事 実 的 侵 害 が あ っ た と き 。  

 

第 15 条 （ 個 別 契 約 満 了 時 の 処 理 と 物 件 の 返 還 ）  

１  個 別 契 約 期 間 満 了 時 、 ま た は 期 限 前 で あ っ て も 、 第 16 条 に よ り 、 甲 か ら 物 件 返

還 の 請 求 が あ っ た 時 は 、 乙 は た だ ち に 物 件 を 個 別 契 約 で 定 め る 場 所 へ 返 還 す る 。

甲 は 、 物 件 の 返 還 を 受 け る と 同 時 に 、 乙 に 対 し 受 領 証 を 交 付 す る 。  

２  返 還 に 件 う 輸 送 費 、 及 び そ の 物 件 の 返 還 に 要 す る 一 切 の 費 用 は 、 原 則 と し て 乙

の 負 担 と す る 。  

３  物 件 の 返 還 は 、 甲 乙 双 方 立 ち 合 い の 上 行 う こ と と す る 。 た だ し 、 乙 が 立 ち 合 う

こ と が で き な い 場 合 は 、 甲 の 検 収 を も っ て 有 効 と す る 。  

４  乙 が 、 物 件 を 返 還 す る 時 は 、 そ れ が 乙 の 使 用 方 法 、 取 扱 い の 不 備 な ど に よ り 毀

損 し た 場 合 に 限 り （ 期 間 経 過 相 応 の 損 耗 を 除 く ） 第 11 条 ② 項 の 定 め に 従 い 、 乙 の

負 担 に お い て 物 件 を 原 状 に 復 し て 返 還 す る か 、 又 は そ の 費 用 を 甲 に 支 払 う 。  

５  乙 は 、 事 由 の 如 何 を 問 わ ず 物 件 に つ き 、 留 置 権 又 は 、 同 時 履 行 抗 弁 権 を 行 使 し

な い 。  

 

第 16 条 （ 期 限 の 利 益 喪 失 ・ 契 約 解 除 ）  
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１  乙 が 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 し た 場 合 、 な ん ら の 催 告 を 要 す る こ と な く 、 乙 の 甲

に 対 す る 債 務 は 当 然 に 期 限 の 利 益 を 失 い 、 乙 は そ の 全 額 を 直 ち に 甲 に 対 し 支 払 わ な

け れ ば な ら ず 又 、 甲 は 催 告 な く し て 本 契 約 あ る い は 個 別 売 買 契 約 の 全 部 ま た は 一 部

を 解 除 す る こ と が で き る 。  

①  本 契 約 ま た は 、 個 別 売 買 契 約 の 一 に 違 反 し た 場 合  

②  支 払 停 止 、 支 払 不 能 に 陥 っ た 場 合  

③  自 ら 振 り 出 し 、 も し く は 裏 書 し た 手 形 、 小 切 手 の 不 渡 り を １ 回 で も 出 し た 場 合  

④  差 押 え 、 仮 差 押 え 、 仮 処 分 、 競 売 の 申 立 て 、 公 租 公 課 の 滞 納 処 分 等 、 そ の 他 、  

公 権 力 の 処 分 を 受 け た 場 合  

⑤ 破 産 、 民 事 再 生 、 会 社 更 生 、 会 社 整 理 、 特 別 清 算 の 申 立 て を 受 け 、 又 は 、  

な し た 場 合 、 も し く は 特 定 調 停 等 の 申 立 て を な し た 場 合  

⑥  解 散 、 営 業 の 全 部 、 ま た は 重 要 な 部 分 の 譲 渡 決 議 を し た 場 合  

⑦  営 業 を 廃 止 し た 場 合  

⑧  監 督 官 庁 よ り 営 業 停 止 命 令 を 受 け 、 ま た は 営 業 に 必 要 な 許 認 可 の 取 消 処 分 を  

受 け た 場 合  

⑨  株 主 構 成 、 役 員 の 変 動 等 に よ り 会 社 の 実 質 的 支 配 関 係 が 変 化 し 、 従 前 の 会 社  

と の 同 一 性 が 失 わ れ た 場 合  

⑩  そ の 他 前 各 号 に 準 じ る 事 由 が 生 じ 、 乙 の 信 用 状 態 が 悪 化 し た と 甲 が 認 め た 場 合  

２  前 項 の 場 合 に お い て 甲 に 損 害 が 生 じ た 場 合 に は 、 乙 は こ れ を 賠 償 し な け れ ば な

ら な い 。  

 

第 17 条 （ 契 約 解 除 時 の 処 置 ）  

前 条 の 規 定 に よ り 、 本 契 約 お よ び 個 別 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 に は 、 甲 は た だ ち に

物 件 を 引 取 る も の と し 、 そ の 引 取 に 要 す る 費 用 は 責 の あ る 当 事 者 が 負 担 す る と と も

に 、 甲 の 引 取 に 対 し て 、 乙 は 甲 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

 

第 18 条 （ 中 途 解 約 ）  

１  個 別 契 約 期 間 中 に お け る 中 途 解 約 は 、 原 則 と し て 認 め ら れ な い 。 但 し 、 乙 が 特

別 の 事 由 に よ り 、 期 間 満 了 前 に 甲 に 対 し て 申 し 出 て 、 甲 が こ れ を 認 め た 場 合 は こ の

限 り で は な い 。  

２  前 項 に お い て 、 解 約 が 認 め ら れ た 場 合 、 乙 は た だ ち に 第 15 条 の 規 定 に 基 づ  

く 手 続 き を 履 行 す る 。  

 

第 19 条 （ 解 約 損 害 金 ）  

本 契 約 及 び 個 別 契 約 が 、 第 16 条 又 は 、 第 18 条 に よ り 契 約 解 除 と な り 、 物 件 返 還 が

さ れ た 場 合 に お い て も 、 乙 は あ ら か じ め 特 約 し た 損 害 金 を 支 払 う 。 但 し 、 特 約 の な

い 場 合 は 甲 乙 協 議 の う え 、 損 害 金 ・ 賠 償 金 を 定 め る 。  

 

第 20 条 （ 秘 密 の 保 持 ）  

１  甲 は 、 本 契 約 の 履 行 に と も な い 、 工 事 等 に つ い て 知 り 得 た 情 報 ・ 知 識 ・ 工 法 ・

技 術 及 び 、 乙 の 営 業 上 の 秘 密 の 一 切 を 、 本 契 約 終 了 後 の 前 後 を 問 わ ず 他 に 漏 ら し て

は な ら な い 。  

２  甲 は 、 甲 の 使 用 人 等 に 、 前 項 の 秘 密 の 秘 守 義 務 を 徹 底 さ せ な け れ ば な ら な い 。  

 

第 21 条 （ 有 効 期 間 ）  

本 契 約 の 有 効 期 間 は 、 貸 出 日 よ り 返 却 日 ま で と し 、 契 約 終 了 時 に お い て 、 未 履 行

の 個 別 契 約 が 存 在 す る 場 合 は 、 当 該 個 別 契 約 に つ い て は 、 本 契 約 が 適 用 さ れ る も の

と す る 。  

第 24 条 （ 裁 判 管 轄 ）  

本 契 約 及 び 、 個 別 契 約 か ら 生 じ る 一 切 の 紛 争 に つ い て は 、 甲 の 本 店 所 在 地 を 管 轄

す る 裁 判 所 を 、 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 と す る 。  

 

第 25 条 （ 補 則 ）  

本 契 約 に 定 め な き 事 項 に つ い て は 、 甲 乙 は 誠 意 を も っ て 協 議 し 対 応 す る 。  

 

第 26 条 （ 特 約 ）  

乙 が 物 件 の 不 良 に よ り 損 害 を 被 っ た 場 合 、 甲 は 損 害 日 当 日 の レ ン タ ル 料 の 請 求 を 破

棄 す る が 、 そ の 余 の 責 任 は 負 担 し な い 。  

 

 


